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令和７年１２月１１日（木曜日） 

総務委員会 

第１委員会室 

出席委員 

西本眞造、金内義和、山口 悟、石堂大輔、 

三和 衛、竹中由佳、嶋谷秀樹、坂本 学 

小田響子 

開会                 ９時５５分 

消防局                ９時５５分 

前回の委員長報告に対する回答 

・姫路東消防署新築と併せて整備する潜水訓練用施

設の完成時には、他都市等に情報提供を行い、他の消

防本部から合同訓練などの希望があれば協力し、有効

に活用されたいことについて 

隣接市町の消防本部はもとより、県下消防本部に対

して、広く担当者会議など様々な場面での周知を図り

つつ、潜水訓練施設を使用した合同訓練等について、

受入れ態勢を整える予定である。 

付託議案説明 

・議案第159号  神河町と姫路市との消防に関する事

務の委託に関する規約の一部変更に

ついて 

報告事項説明 

・「姫路市火災予防条例」の一部を改正する条例（案）

に係る市民意見（パブリック・コメント）の募集に

ついて 

・年末年始における消防関係行事について 

質疑・質問             １０時０７分 

（質問） 

 本市火災予防条例の一部改正について、新旧対照表

を見ると、林野火災注意報の創設に加え、現条例の警

報も変更されているのはなぜなのか。 

（答弁） 

 現条例の警報は、新たに創設する林野火災注意報の

基準に相当するような低い基準であったため、このた

び基準を高くしたものである。  

（質問） 

 同注意報発令時には市民等にどのように周知する

のか。 

（答弁） 

 現在でも乾燥注意報が発表され、火災予防上、危険

であると認めたときには、消防車両によるパトロール

や防災行政無線等による広報を実施しているほか、野

焼き等をしている人を発見すれば、口頭注意をしてい

ることから、同注意報を創設しても、同様の対応を続

けたい。 

（要望） 

 同注意報発令中の火の使用制限は努力義務ではあ

るが、各地で林野火災が相次いでいることから、市民

等への周知を徹底されたい。 

（質問） 

 簡易サウナについては消火器の設置を義務づけさ

れたが、個人設置のものについては今回の改正の対象

外であるがなぜなのか。 

（答弁） 

 消防法において、防火対象物の消防設備等の設置を

義務づけしているが、個人の住宅については規制対象

外となっている。そうしたことから、個人が設置する

簡易サウナについても、国では対象外と考えていると

思われる。 

（質問） 

 最近個人の住宅の庭先などに簡易サウナを設置さ

れているのを見かけるようになった。個人が設置する

簡易サウナについて規制していることはあるのか。 

（答弁） 

 消防法において、簡易サウナの温度が異常に上昇し

た場合に、熱源を遮断する装置の設置が今回義務づけ

された。電気であればスイッチで遮断できるが、まき

は急に遮断できないので、まきについては消火器の設

置が必要となる。  

（要望） 

 個人が設置する簡易サウナで洗濯物を干すなどの

誤った使用で火災に至るケースが見受けられる。こう

したことも注意喚起されたい。 

（質問） 

 中播消防署北部出張所が、僅かではあるが北側に移

転するが、特に問題はないのか。また、神崎郡 3町の

了解は得ているのか。 

（答弁） 

 今回の移転は、神崎郡 3町が協議した上で決定した

もので、各町においても議会の承認は得ている。 

 移転しても市川町は中播消防署と新たな北部出張
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所の間にあるため、特に問題はない。神河町は北部出

張所より北側に消防施設はなく、一番遠い所では 3､

40 分かかるところもあるので、今回の移転により到

着時間が短縮される。 

（質問） 

 北部出張所の庁舎と土地の無償貸与を受けるが、そ

の他経費の見込みはどのようになっているのか。 

（答弁） 

 今後庁舎の改修等があった場合には、一旦本市で立

て替えるが、最終的には 3町に請求するので、本市の

経費は発生しない。 

 また、通常経費についても、令和 6年度の決算で言

えば 5 億 2800 万円程度発生しているが、こちらも 3

町に人口割等で請求しているため、本市の経費は発生

しない。 

（質問） 

 移転により受託経費は変わるのか。 

（答弁） 

 特段の変更はない。 

（質問） 

 マイナ救急実証事業の現在の状況について教えて

いただきたい。 

（答弁） 

 本市においては令和 4 年度から実証事業に参加し

ており、今年度で 3回目となる。 

内科系の病気は、救急車の機材だけでは判断がつか

ないことが多いが、マイナンバーカードから診療情報

などを読み取ることにより、適切な病院搬送につなが

った好事例が幾つも出ている。 

 しかしながら、マイナンバーカードの交付率が約 8

割であるのに対し、現場での所持率は 4割程度である

ことから、所持について市民啓発に努めたい。 

消防局終了             １０時３２分 

 

政策局                             １０時３２分 

前回の委員長報告に対する回答 

・公共施設等サービスの最適化の取組を進めるに当

たっては、広く市民の理解を得ることが重要であり、

丁寧な説明により施設に係る情報や問題意識の共有

を図られたいことについて 

新計画に基づき、公共施設等サービスの最適化を進

める際には、市民に老朽化の状況や将来の財政負担と

いった客観的なデータを示し、危機感の共有を図ると

ともに、統廃合や長寿命化によって得られる将来の持

続可能なまちづくりにつながる効果も明示し、最適化

への協力を得られるよう努めていく。 

また、計画の内容や進捗状況についても、広報ひめ

じや市のホームページだけでなく、市政出前講座など

多様な手法を用いて、分かりやすく丁寧に情報発信し、

問題意識の共有を図っていく。 

報告事項説明 

・姫路市国際戦略の策定について 

・海外姉妹都市交流について 

・新たな姫路市公共施設等総合管理計画（案）につい     

て 

質問                １０時４５分 

（質問） 

姫路市国際戦略の策定について、最近の市長等の動

きを見るとヨーロッパに重点を置いているように思

われるが、計画策定に当たっての重点地域はあるのか。 

（答弁） 

 人口減少が加速し、これから国内市場も縮小してい

く中で、本市が持続的に発展するためには、様々な分

野で世界から選ばれるまちになることが必要である。 

今年度は特にヨーロッパの国々と交流を図ったが、

海外姉妹都市交流では、アメリカやアジアなど様々な

都市との交流を続けており、国際戦略についても特定

の地域を対象とするものではない。 

（質問） 

 主な検討項目に「地球規模の課題解決に向けた国際

社会との協力推進」といった非常に大きな目標を掲げ

ているが、一自治体にできることは限られていると思

う。この項目の狙いはどういったものか。 

（答弁） 

 世界から選ばれるまちを目指すに当たっては、例え

ばＳＤＧｓのような地球規模の課題解決に向けた取

組についても必要であると考え、検討項目に盛り込ん

だものである。 

（要望） 

 目標が大きすぎて実際何もできなかったとならな

いよう実効性のある計画を策定されたい。 

（質問） 
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 現在本市に住む外国人の割合は 2.7％である。外国

人へのヘイトや偏見といった問題もあるので、多文化

交流や相互理解を深めるといった観点も入れてもら

いたいと思うがどうか。 

（答弁） 

 世界から選ばれるまちとなるには、本市で働きたい、

本市で学びたいといった外国の方が安心して生活で

きなければならないと考えている。そのためには、主

な検討項目に掲げる「多文化共生社会の実現」は重要

なポイントであるのでしっかりと検討したい。 

 また、本件は現行の「姫路市国際化推進プラン」の

基本理念にも掲げていることから、現在も取り組んで

いるところである。 

（要望） 

 国際都市としてのブランド力を築くに当たっては、

特に観光分野と関連が深いと思われるので、他の計画

とも整合性を図られたい。 

（質問） 

 海外姉妹都市交流について、市長夫人が同行した経

緯を教えてもらいたい。 

（答弁） 

 国際儀礼的な観点から礼を尽くすためであり、相手

方からも招待を受けていた。 

（質問） 

 海外姉妹城について調べると、1989 年にシャンテ

ィイ城、2019 年にコンウィ城、2024 年にヴァヴェル

城、2025 年にシェーンブルン宮殿とプラハ城と提携

している。 

 現市長になってから急に増えているが、どういった

経緯や戦略があって提携しているのか。 

（答弁） 

 万博等で相手方の政府関係者が来姫し、懇談する中

で提携の話が出てきていると思われる。 

 先方から提携の相談や話があった場合には、どのよ

うな連携効果が期待できるのか検討の上で、総合的に

判断する必要があると考えている。 

（質問） 

 海外姉妹都市交流や姉妹城提携の成果はどういっ

たものがあるのか。 

（答弁） 

 近年で言えば万博のオーストリア館に展示されて

いた貴重なグランドピアノを購入できたことや、海外

派遣事業などを通じて、若者が国際交流や世界平和の

大切さを学ぶことができたことが挙げられる。 

 これまでも観光や産業、文化芸術など、様々な交流

の１つの基盤になっており、特に姉妹都市交流では英

語講師の派遣や学生の交流事業など、国際人材の育成

に成果を上げている。 

（要望） 

 市長の思いを否定するわけではないが、財政状況が

大変厳しい中、海外との交流は多額の経費がかかる事

業である。相手方からの申出があったから提携するの

ではなく、もっと戦略的に計画を持って進められたい。 

（質問） 

 公共施設等総合管理計画について、今回示された各

論で今後新たに整備される施設を加味して 10 年間で

12％の削減が必要と記載されているが、これは総論に

記載すべきではないのか。 

（答弁） 

 総論では、全体像として今後 40 年間の削減目標と

して総床面積の 30％を示し、単純にそのうちの 10年

ということで 4分の 1である 7.5％を示した。その上

で、各論において総論の目標を達成するため、新規整

備による床面積の増加分を見込んだ具体的な施設種

別ごとの削減目標を示している。 

（意見） 

 各論の第 4章においても、目立つところには 7.5％

の記載だけで、12％の記載は文章中のみである。削減

目標として挙げる以上、このままの記載でよいのかと

思う。 

（質問） 

 各論において各施設の評価点が示された。例えば野

里小学校は施設評価が上位に示されているが、同校は

教育委員会では、将来推計人口から統合の検討を進め

る必要がある学校とされている。 

 今回の施設評価で今後の施設の方向性は決まるの

か。 

（答弁） 

 今回の評価は定量的なもので、機械的な評価である。 

これはあくまで指標の 1 つであり、今後の方向性は、

施設の特性や地域の状況等、定性的な施設評価も含め、

総合的に勘案し定めていく。 
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 なお、学校や市営住宅、保育所、こども園、幼稚園

等は別に計画があるため、公共施設の総合管理計画に

基づく再編実行計画の対象外である。 

（質問） 

 各施設を評価点で見える化したことは大変有意義

であるが、点数が高いから「存続」、低いから「再編」

といった議論になってしまわないか懸念する。 

 また、評価項目のうち利用度について、常に利用さ

れている施設であっても、評価が低くなっているのは

なぜなのか。 

（答弁） 

 施設評価については全国でも計画に記載する自治

体が少ない中、本市では踏み込んで市民に示すことと

したものである。 

 利用度については、利用率ではなく利用者数等の増

減率で評価したものであるが、利用者が高止まりして

いる施設では低めの評価となってしまっているのは

御指摘のとおりである。 

 今後の施設の具体的な方針について示す再編実行

計画の策定対象施設とするかどうかは、先ほども話し

たが総合的に判断し、今回の評価だけで決まるもので

はないが、現在の表記では市民に誤解が生じると感じ

たところである。今後実施するパブリック・コメント

の意見なども踏まえ、分かりやすい表記に努めたい。 

（要望） 

 施設の存続に関わることなので、現状の表記では市

民からも様々な意見や不満が出ると思うが、誤解が生

じることがないよう表記方法を検討されたい。 

（質問） 

 再編実行計画の策定年度にばらつきがあるのはな

ぜなのか。 

（答弁） 

 各施設の改修時期等を踏まえたためであり、全てに

当てはまるものではないが、改修時期の 2、3 年前に

は方向性を決定したいと考えている。  

（質問） 

 四郷診療所と山之内診療所、また図書館が再編実行

計画の対象となっているが、その理由を教えてもらい

たい。 

（答弁） 

 両診療所については、年間利用者数が 100 人台と長

期にわたって利用の低迷が続いていることから、代替

医療サービスの提供等も検討しながら、今後の施設の

在り方を検討したいと考えている。 

 図書館については、デジタル図書や業務のアウトソ

ーシングなど新たな管理運営方法も出てきており、ま

た、多くの施設が大規模改修の時期を迎えていること

から、図書館の分館も含めた在り方を検討したいと考

えている。 

（要望） 

 診療所については、現在通院している方が困らない

ようにされたい。また、図書館については、安易にデ

ジタル化やカフェの併設などしないよう、しっかりと

検討されたい。 

（質問） 

 今回の計画では、施設種別ごとの削減目標が示され、

多い施設では 35％以上削減とあるが、積算の根拠等

はあるのか。 

（答弁） 

 資料には記載していないが、担当課と協議した上で、

ある程度の数字の裏づけはある。 

 計画策定に当たり、大規模改修や施設の更新の時期

を好機と捉え、施設再編に取り組もうと考えている。 

（質問） 

 大規模改修や施設の更新の時期を好機と考えるの

は理解できるが、7.5％の短期目標は毎回達成できる

と考えているのか。 

（答弁） 

 現計画においては、40 年で 20％と長期目標のみで

あったことから、計画期間の 10 年で 2.1％の削減に

とどまってしまったため、新たな計画では短期目標を

設定した。何とかこの目標を達成したいと考えている。 

（質問） 

 社会基盤施設の今後の改修・更新費用には現在の水

準からさらに年間約 30 億円必要とされ不安を覚える

が大丈夫なのか。  

（答弁） 

 事業費の平準化に加え、国補助金やより有利な起債

を活用して、財源の確保に努めるほか、施設の長寿命

化に取り組むライフサイクルコストの縮減や、様々な

委託方法の検討など管理運営費を最適化するなど、次

世代への負担軽減を図ろうと考えているところであ
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る。 

（質問） 

 先ほど委員から安易にカフェの併設をしないよう

にと話があったが、私は佐賀県の武雄市図書館のよう

な市民が集い、そして誇れるような図書館があっても

よいと思っている。図書館の再編についてどのように

考えているのか。 

（答弁） 

 個別の話は政策局ではコメントしにくいが、本計画

案に記載している公共施設等の目指す姿は、創造と交

流を生む施設としている。具体的には、従来の枠組み

に縛られない新たな価値・サービスを生み出すととも

に、市民や地域コミュニティ、企業・団体等、多様な

主体が集い、交流・活動している場を目指したい。 

（要望） 

 施設の再編に当たっては、単に削減するのではなく、

あわせて市民にとって何か有益なものが提供できる

よう努められたい。 

（要望） 

 まだ決まっていないため回答は難しいかと思うが、

重点支援地方交付金については、学校給食費の負担軽

減や水道料金の減免など、市民全体を支援できるよう

検討されたい。 

政策局終了             １１時５３分 

休憩                １１時５３分 

 

再開                １２時５７分 

総務局               １２時５７分 

付託議案説明 

・議案第137号 姫路市長等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

報告事項説明 

・姫路市役所本庁舎事業所内保育施設の開園につい 

 て 

質疑・質問             １３時０２分 

（質問） 

 市役所本庁舎事業所内保育施設について、定員はど

のようにして決めたのか。 

（答弁） 

 国が定める認可外保育施設指導監督基準と市職員

のアンケート結果を踏まえて決定したものである。 

 職員のアンケートでは、55.4％の回答者が「利用し

たい」または「どちらかというと利用したい」という

結果であり、現時点で 5名の応募がある。 

（質問） 

 定員を増やす予定はないのか。 

（答弁） 

 定員拡大は現時点では考えていない。 

（質問） 

 保育士の数はどのようにして決まるのか。 

（答弁） 

 市が定める条例の基準に基づき事業者が配置する。 

（質問） 

 職員枠 6 名に対し、現時点で 5 名の応募であるが、

残り 1名は市民枠となるのか。 

（答弁） 

 職員枠 6名は確保するため、残り 1名は随時募集し

たいと考えている。市民枠は同指導監督基準を満たせ

ば運営事業者が自由に設定することが可能である。 

（質問） 

 仮に定員を超える応募があった場合にはどうする

のか。 

（答弁） 

 抽選により決定する。 

（質問） 

 市民枠の実施については事業者に委ねられている

が、市民の需要について把握しているのか。 

（答弁） 

 ゼロ歳児から 2歳児は待機児童がおり、需要がある

と聞いているが、市民枠の需要に関する調査は特に実

施していない。 

（質問） 

 ホームページに掲載されていた本件に係る公募型

プロポーザルの審査結果を見ると、1者の応募で、採

点は 1,310 点中 614.75 点であった。この審査結果に

ついて説明されたい。 

（答弁） 

 こども未来局とともに、事業者の運営体制や事業方

針など複数の評価項目を設定し、十分な審査を行った

上で、本事業を実施するための知識や経験を有してい

ると判断し、決定したものである。 
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（質問） 

 本庁舎内にキッズスペースがあるが、将来的に集約

などは考えているのか。 

（答弁） 

 本施設は職員のキャリア支援の観点から開園する

もので、キッズスペースとの集約については現時点で

は検討していない。必要に応じて所管する市民局と連

携・協議したい。 

（質問） 

 延長保育しないのはなぜか。 

（答弁） 

 本施設については、時差勤務なども配慮しながら開

所時間を設定している。延長保育は 18時から19時で

あることが多いが、移動時間等を考慮しても、この時

間帯で対応できると考えている。 

今後、施設の運営を進めていく中で、職員等からの

意見があれば、よりよい運営を目指して取り組みたい。 

（質問） 

 施設整備について安全対策はどうなっているのか。 

（答弁） 

 同指導監督基準にのっとって整備しているので問

題はないと考えている。 

 不審者対策についても、ドアを施錠管理しており、

誰でも自由に出入りできるものではない。また、直接

関係はないが、北別館の入り口には防犯カメラも設置

している。 

（質問） 

 保育所は自宅近くで探す方が多く、認可外保育施設

であれば結構見つかるものである。認可外保育施設に

した理由はあるのか。 

（答弁） 

 姫路市こども・子育て支援事業計画において、認可

施設の新設が必要ない区域とされているためである。 

（質問） 

 職員枠と市民枠で保育料は異なるのか。 

（答弁） 

 市民枠の保育料は事業者が設定するため不明であ

るが、職員枠より高くなる可能性はある。  

総務局終了             １３時２３分 

 

財政局               １３時２３分 

付託議案説明 

・議案第160号 加古川市外2市共有公会堂事務組合

規約の一部変更について 

・議案第161号 加古川市外2市共有公会堂事務組合

の解散について 

・議案第162号 加古川市外2市共有公会堂事務組合

の解散に伴う財産処分について 

報告事項説明 

・市発注の土木工事における週休 2 日制の要領の改

定について 

・税務部門における電話自動応答（ＩＶＲ）サービス

の実証について(資料なし) 

質疑・質問             １３時２８分 

（質問） 

 加古川市外 2 市共有公会堂事務組合の解散につい

て、組合の土地が県道の拡幅事業にかかるようである

が、なぜ直接県に売却しないのか。 

（答弁） 

 県道拡幅の事業化を決定した「ひょうごインフラ整

備プログラム」は策定されているが、まだ着手されて

いないため、加古川市土地開発公社が先行取得するも

のである。 

（質問） 

 同事務組合規約の 11 条にある加古川市が事務を継

承した後、各市の監査は継続して行うのか。 

（答弁）  

 解散に伴う決算の 1度だけ行うものである。 

（質問） 

 市発注の土木工事における週休二日制の要領の改

定について、対象となる工事の予定価格が 1,000 万円

以上から 200 万円以上に改正されたが、下請企業等の

収入に影響は及ばないのか。 

（答弁） 

 人件費などを補塡する措置として、受注者希望型の

発注においては、最終的に週休二日制を達成している

場合、労務費等の補正分を増額できることから、下請

企業等への影響は少ないものと考えている。工事技術

検査室としても、受注者から提出される書類をしっか

りと確認したい。 

 週休二日制については、労働者が集まりやすいとい

ったメリットがある一方、零細企業にとっては工期が
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延びればその現場に拘束される期間も増えてしまう

といったデメリットがある。働き方改革といった社会

的要請に対して、しっかりと取組を進めることも行政

の役割であると考えている。 

（要望） 

 労働者の体力的な負担は減っても、収入が維持でき

なくては意味がないので、下請いじめとならないよう、

しっかりと確認されたい。 

（質問） 

 手柄山スポーツ施設整備など、インフレスライドに

よる契約金額の増額が増えている。こうした状況が続

いても、市の財政は大丈夫なのかと不安に思うことが

あるがどうなのか。 

（答弁） 

 手柄山スポーツ施設整備については、一般財源にな

るべく影響しないよう基金や国庫補助金などを最大

限活用している。 

 本市の財政は黒字ではあるが、昔と比べるとその幅

も縮小している。しかしながら他都市と比べてみても

まだまだ大丈夫と言える。 

（質問） 

 電話自動応答（ＩＶＲ）サービスについて、主税課

が実証実験の対象となったのはなぜなのか。 

（答弁） 

 主税課は、納税課や市民税課など、個々の納税に関

する内容の問合せが多い部署と異なり、各種証明書の

発行手続きなど、定型的な問合せが多く、自動応答サ

ービスになじみやすいためである。 

 

財政局終了             １３時４３分 

 

【予算決算委員会総務分科会（財政局）の審査】 

 

デジタル戦略本部          １３時４６分 

前回の委員長報告に対する回答 

・ひめじスマートウォレットサービスについて、窓口

のオンライン予約など、デジタル技術等を活用して市

民の利便性向上と職員の業務効率化を図るフロント

ヤード改革においても同様であるが、加速する社会の

デジタル化についていけない高齢者等が多く存在す

ることも事実であり、そうした方が取り残されないよ

うサポート体制も充実させた上で、業務を推進された

いことについて 

・ひめじスマートウォレットサービスについては、市

民ポータル及びデジタルＩＤを用いた本人認証アプ

リであるクロスＩＤが、市民にとってなじみの薄いも

のであり、アプリを通じたひめじしらさぎ商品券の申

込みや利用の方法がこれまでと大きく異なるもので

あったことから、特に高齢の方を中心に、戸惑いが発

生したものと受け止めている。 

デジタル戦略本部としては、引き続き、国が共通イ

ンフラとして普及推進を図っているマイナンバーカ

ードを活用した、利便性の高い市民サービスの提供を

目指しつつ、利用にハードルのある方に対する丁寧な

サポートや、使い勝手のよいサービス設計に努めるこ

とが肝要であると考えている。 

具体的な対策としては、ひめじスマートウォレット

サービスを構成する市民ポータルアプリや、商品券型

給付システム「しらさぎＰａｙ」、姫路城及び周辺施

設のデジタルチケットシステム等のサービス利用に

際し、横断的に対応し、ワンストップで疑問点に回答

することが可能なコールセンターの設置を検討して

いる。 

また、戸惑いなくサービスを利用いただくための、

利用手順や前提条件等に関する広報の充実や、アプリ

自体の使い勝手の向上も必要と捉えており、サービス

提供事業者とも連携しながら、継続的に解決に取り組

んでいく。 

フロントヤード改革においても、オンラインの窓口

予約等、デジタルを活用した市民との接点において、

同様の課題が想定されることから、事前の広報や分か

りやすい案内に努めるとともに、市民にとって、使い

やすいものとなるよう、関係部署と連携し、綿密にサ

ービス設計を進めていく。 

報告事項説明 

・姫路版スマートシティ事業について 

・第 3 期姫路市官民データ活用推進計画の策定につ

いて 

・市公式ＬＩＮＥの広報について 

・フロントヤード改革について 

・情報システム標準化に関する状況について 

・公衆無線ＬＡＮの設置について 
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質問                １３時５７分 

（質問） 

 しらさぎ商品券のアプリをこのたびクロスＩＤに

変更されたが、多くの市民から使い勝手が悪い等の不

満の声を耳にする。 

アプリを変更した経緯について再度教えてもらい

たい。 

（答弁） 

 本市では令和 5 年度にクロスＩＤを活用した電子

通知サービスを開始した。そして今年度、スマートシ

ティ事業の一環として、ひめじスマートウォレットサ

ービスを構築し、デジタル商品券やデジタルチケット、

デジタル市民証と電子通知サービスを一体化して運

用しようとデジタル戦略本部から観光経済局に協議

し変更に至った。 

 なお、子育て応援枠を設定するに当たり、親子関係

をひもづけ管理できるのはクロスＩＤ以外あまりな

かったことも変更理由の 1つである。 

（質問） 

 先行してクロスＩＤを採用した自治体から使い勝

手等の情報は入手していなかったのか。 

（答弁） 

 市の規模が小さいところが多かったためか、ここま

で動きが悪いとは思っていなかったのが実情である。  

現在、観光経済局やアプリの開発事業者と一緒に改

善に努めている。 

（質問） 

 しらさぎ商品券の申込状況とコールセンターやサ

ポート窓口などの事務費について、前回分も含めて教

えてもらいたい。 

（答弁） 

 今回は 55 万セットの販売に対して申込件数は約 9

万 6,000 件、前回は 25 万セットに対して申込件数は

約 8万 5,000 件であった。事務費については、今回は

2億 2,000 万円で、前回は 1億 6,000万円である。  

（質問） 

 しらさぎ商品券の申込みや利用からスマートウォ

レットサービスにつなげようとしたと思うが、今後商

品券事業があった場合にもクロスＩＤを利用するの

か。ＰａｙＰａｙは 7,000 万人を超えるユーザー数

で、年配の方も多く利用している。今年の夏にはＰａ

ｙＰａｙでも地域限定商品券が利用できるようにな

り、県内での導入事例もある。こうした皆が使いやす

いアプリに変更すべきではないのか。 

（答弁） 

 まずは現在のアプリの改善から進めたいと考えて

いる。起動が遅かったり個人情報の確認を何度も行っ

たりすることで時間がかかり、使い勝手が悪いとの評

価につながっていることから、アプリの開発事業者と

時間短縮に向けて検討を行っているところである。 

 また、店舗に置かれた二次元コードがほかのものと

比べて小さいためか認識しないとの声もあるため、販

売店に拡大表示するよう依頼しているところである。 

 今後どのアプリを採用するかは、ＰａｙＰａｙだけ

でなく、県のはばタンＰａｙとの広域連携等も含めて

検討したい。 

（質問） 

アプリの使い勝手が悪く、使える人、使えない人で

サービスに差が出るのは問題であり、また、マイナン

バーカードがなければ申し込めないのも問題である。

はばタンＰａｙとの広域連携の話があったが、はばタ

ンＰａｙはマイナンバーカードが必須ではないので

はないのか。 

（答弁） 

 アプリの使い勝手の問題については改善に努めた

い。 

 本人確認方法については、しらさぎ商品券はＮＦＣ

機能付きのスマートフォンでマイナンバーカードを

読み取る方式とした。 

オンラインにおける本人確認については、法改正に

より、令和 9年 4月からマイナンバーカード等のＩＣ

チップから情報を読み取る方式に厳格化される。本市

の方法は国の流れに沿うものであり、市民に慣れても

らうためにもマイナンバーカードを推進していく方

針である。 

（質問） 

 国の問題ではあるが、身分証明に使える書類が減っ

ており、高齢者は家を契約したり、スマホを契約した

りするのにも困っていると聞く。 

 国が推奨するから市も推奨するのもどうかと思う

がどうか。 

（答弁） 
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 マイナンバーカードは無料で取得でき、顔写真付き

の身分証明にもなる。また、保険証や免許証も入れる

ことができる。また、スマートフォンにもマイナンバ

ーカードを入れることができる。 

 こうしたことを丁寧に説明し、推奨していくことが

我々の仕事だと考えている。 

（質問） 

 次回のアプリ選定に当たっては、事前に総務委員会

に検討状況等を報告されたいと思うがどうか。 

（答弁） 

 検討状況は報告するが、商品券事業は至急実施する

必要があるため、時期により事前の報告が困難なこと

も予想される。御理解いただきたい。 

（質問） 

 使い勝手の問題から商品券を使い切っていない人

も多くおり、利用期間の延長はできないのかとの声を

よく聞くがどうか。  

（答弁） 

 観光経済局が主管なので回答できないが、そうした

声があったことは伝えておく。 

（質問） 

 今回の商品券事業に関して、いろいろな課題が浮き

彫りになってきているが、スマートウォレットサービ

スは失敗したと考えているのか。 

（答弁） 

 様々な意見や要望があるのは事実であるが、このた

び多くの方に登録いただいた。登録いただいたことに

より、電子通知サービスも進む。また、今後は電子チ

ケットやデジタル市民証の利用も簡単になると考え

ている。 

（質問） 

 プレミアム付き商品券というメリットがあってク

ロスＩＤの登録者は約 8万 8,000 人となったが、これ

以上の伸びは難しいかと考える。今後の展開について

どのように考えているのか。 

（答弁） 

 アプリを使い勝手の良いものにした上で、デジタル

市民証を活用した何か良い策を考え、ユーザー数を増

やしたい。 

（要望） 

 しらさぎ商品券の利用に際し、アプリの起動に時間

がかかることで、レジが大変混雑する事例が多数発生

している。システム改修は当然のこと、観光経済局と

連携し、決済がスムーズに進むよう、利用者に対して、

精算前にあらかじめアプリを起動しておくよう注意

喚起を行うなど、できることから早急に対応されたい。 

（質問） 

 市公式ＬＩＮＥの漫画による広報の予算はどれく

らいなのか。 

（答弁） 

 今年度の予算は 90 万円で、漫画の作成に 20 万円

弱、残りはチラシの作成費用であるが、多少予算が残

りそうなのでアニメーションもできないか検討して

いるところである。 

（質問） 

 市公式ＬＩＮＥのこれまでの広報手段はどのよう

なものがあるのか。 

（答弁） 

 広報ひめじや各種ＳＮＳのほか、転入者や防災出前

講座の参加者にチラシを配るなど様々な媒体を活用

し、世代に偏りがないよう工夫している。 

ＬＩＮＥスタンプの配布といった案もあるが、登録

者が劇的に増えてもすぐにブロックされることが目

に見えているので、市公式ＬＩＮＥの利便性を広報し

て登録者を増やすようにしている。 

（要望） 

 他都市ではコロナワクチンの接種券を送付する際

にＬＩＮＥ登録のチラシを同封して登録者数を伸ば

したと聞いた。本市でも税金の通知など市民が必ず見

ると思われる書類に併せてチラシを入れるなど工夫

されたい。 

（質問） 

 窓口予約サービスと電話自動応答（ＩＶＲ）サービ

スについて、メリットと今後の展開について教えても

らいたい。 

（答弁） 

 窓口予約サービスについては、利用者への満足度調

査を行い、課題を抽出していく予定である。できれば

令和 8年度中には本庁舎の 1階、2階の窓口がある部

署には広げていきたい。 

 ＩＶＲについては、24 時間対応や関係するホーム

ページをＳＭＳ（ショートメッセージ）で案内できる
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ことから、職員が対応する電話件数も減るものと思わ

れる。多言語対応やコールフロー（入電からの流れ）

についても現在検討している。好評であれば利用拡充

したい。 

（質問） 

 窓口予約サービスの実証が障害福祉課で行われる

が、どのような理由で選定したのか。 

（答弁） 

 執務室のレイアウト変更をきっかけに協議し実施

することとなった。 

（質問） 

 フロントヤード改革は、市民と職員、いずれに向け

た事業なのか。 

（答弁） 

 まずは市民と考えているが、他都市では職員の負担

もかなり軽減されたと伺っている。市民の利便性向上

と職員の業務効率化のいずれも図っていきたい。 

（質問） 

 情報システム標準化に関する状況について、年末年

始に国民健康保険システムの改修を行うようである

が、職員の勤務はどうなるのか。 

（答弁） 

 大きなシステムの改修は時間がかかり、窓口を閉鎖

する必要がある。市民への影響を考慮すると連休中に

せざるを得ない。働き方改革に逆行し、職員には申し

訳ないが交代勤務で対応する。 

（質問） 

 公衆無線ＬＡＮの設置について、資料には行政上の

オンライン手続きの促進とあるが、ハッキング等のセ

キュリティ対策は大丈夫なのか。 

（答弁） 

 最終的にはスマホよろず相談や混雑するマイナン

バーカードの手続きに利用できたらと考えているが、

セキュリティには考慮した上で実施したい。 

デジタル戦略本部終了        １５時０５分 

 

意見取りまとめ           １５時０５分 

(1)付託議案審査について 

・議案第 137 号及び議案第 159 号～議案第 162 号、以

上 5件については、いずれも全会一致で可決すべきも

のと決定。 

(2)陳情報告について 

・陳情第 31号について報告 

(3)閉会中継続調査について 

・別紙のとおり閉会中も継続調査すべきものと決定。 

(4)委員長報告について 

・正副委員長に一任すべきものと決定。 

意見取りまとめ終了        １５時１６分 

閉会                １５時１６分 

 

【予算決算委員会総務分科会の意見取りまとめ】 

 

 


